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１ 条件付一般競争入札に付する事項 
 
（１）業務名 

Joruri グループウェアシステム運用保守業務 

（２）業務内容 
Joruri グループウェアシステム運用保守業務仕様書（以下「仕様書」という。）のとお 

り 

（３）業務委託期間 
令和６年１０月１日から令和７年９月３０日まで 

（４）業務の実施場所 
仕様書のとおり 

 
２ 担当する課の名称及び所在地 
 
 徳島県企画総務部情報政策課 ネットワーク担当 
 所 在 地   〒770-8570 徳島市万代町１丁目１番地 
 電話番号    （088）621-3263 
 ファクシミリ  （088）621-2836 
 電子メール   gyouseidx @pref.tokushima.jp 
 

３ 契約条項を示す場所等 
 
「２ 担当する課の名称及び所在地」に同じ。 

 
４ 入札概要書の交付期間、場所及び方法 
 
（１） 期間 

令和６年７月１７日（水）午前９時３０分から令和６年８月６日（火）午後５時まで。 
（２） 場所 

徳島県ホームページにおいて交付するものとする。 
（３） 方法 

無償で配布する。 
 
５ 入札に参加する者に必要な資格 
 

この入札に参加する者に必要な資格（以下「入札参加資格」という。）は、（１）から（８）ま

でに掲げる事項のすべてに該当する者であることとする。 
（１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 
（２） 物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱（昭和５６年

徳島県告示第２６号）第４条第１項の規定による審査により資格を有すると認められた者

で、営業種目「情報処理」中「プログラム作成」及び「システム開発」のいずれかに登録され

ている者であること。 
（３） （２）の審査により資格を有すると認められた者で、徳島県内に本社を有する者、又は県

内の事業所等の代理人に徳島県との商取引に係る権限を委任する旨の委任状が提出されて

いる者。 
（４） 徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていない者。 
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（５） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員（同条第６号に規定する

暴力団員をいう。以下同じ。）に該当すると認められる者又は暴力団及び暴力団員と密接な

関係を有する者と認められる者でないこと。 
（６） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平成１６年法律第７５

号）に基づく破産の申立てがなされていない者であること。 
（７） 過去１年以内に国又は地方公共団体と締結した業務委託契約において、契約解除条項に基づく

契約解除をされたことのない者であること。 
（８） 一般財団法人 Ruby アソシエーションが認定する「Ruby Association Certified Ruby 

Programmer Gold」又は「Ruby Association Certified Ruby Programmer Silver」の資格を

取得した技術者を１名以上雇用していること。 
 
６ 入札参加資格の確認 
 
この入札に参加を希望する者は、条件付一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料

を次に定めるところにより持参のうえ提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 
 
（１） 提出期間 

令和６年７月１７日（水）から令和６年８月６日（火）まで（徳島県の休日を定める条例（平

成元年徳島県条例第３号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を

除く。）の午前９時３０分から午後５時までとする。 
（２） 提出場所 

「２ 担当する課の名称及び所在地」に同じ。 
（３） 参加資格の確認及び通知 

ア 提出期間内に条件付一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料を提出しな

い者又は入札参加資格に係る確認の結果、参加資格が認められない者は入札に参加することが

できない。なお、入札参加資格の確認に係る参加資格確認基準は、「５ 入札に参加する者に必

要な資格」によるものとする。 
イ 入札参加資格の確認の結果は、令和６年８月９日（金）までの日付で書面により通知する。 

 
７ 条件付一般競争入札参加資格確認申請書作成要領 
 
（１） 条件付一般競争入札参加資格確認申請書の作成方法 

条件付一般競争入札参加資格確認申請書の様式は、様式－１及び様式－２のとおりとする。提

出部数は、様式－１及び様式―２を正本１部とする。 
（２） 条件付一般競争入札参加資格確認申請書内容の留意事項 

ア 会社概要について、次の事項を様式－２に記入すること。 
（ア） 会社沿革 
（イ） 徳島県内の本社、支社又は営業所等について 
（ウ） 物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱第４条第１項

の規定による審査資格状況 
（エ） 「Ruby Association Certified Ruby Programmer」資格取得者雇用状況 
イ アの（エ）の事実を証明するものとして、資格を証明する書類（一般財団法人 Ruby アソシエ

ーションが発行する認定証）の写し及び雇用が確認できる書類（被保険者標準報酬決定通知書等）

の写しを添付すること。 
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８ 資料の閲覧の期間及び場所 
 この業務に係る資料（システム構成及びプログラムソース等）については、事前に連絡のうえ、閲

覧することができる。 

（１） 期間 
令和６年７月２２日（月）から令和６年８月２日（金）まで。（県の休日を除く。） 
午前９時３０分から午後５時まで。（正午から午後１時までを除く。） 

（２） 場所 
「２ 担当する課の名称及び所在地」に同じ。 

（３） 機密保持誓約書の提出 
閲覧を希望する者は、「機密保持誓約書様式」により、機密保持誓約書を提出すること。 
（閲覧当日の提出可。） 

 
９ 入札及び開札の日時及び場所 
（１） 日時 

令和６年８月２０日（火）午前１１時 
（２） 場所 

徳島市万代町３丁目５－３ 共用 万代南１ 
（３） 入札の提出方法 

持参によるものとする。 
（４） 開札 

（１）及び（２）の日時、場所において、入札の終了後直ちに、入札者立ち会いのもとで行

う。この場合において、入札者が立ち会わないときは、この入札に関係のない職員を立ち会わ

せて行う。 
 

１０ 入札手続き 
（１） 入札書の作成（「記載例」参照） 

入札書は所定の様式によるものとし、次に示す内容を満たしていなければならない。 
 

ア 入札書には、入札金額、入札業務、入札保証金、入札年月日並びに住所及び氏名を明確に記

載し、押印しなければならない。 
イ 文字はすべて「かい書」とし、インク又はボールペンで明確に記載すること。 
ウ 「入札金額」は、当該業務１年間の金額を記載すること。 

 また、アラビア数字により記載し、訂正してはならない。 
エ 「住所」及び「氏名」並びに「印」は、次の区分により正確に記載しなければならない。 

① 代表者の住所及び氏名（法人、組合等にあっては当該法人、組合等の所在地及び名称並び

に代表者の地位及び氏名）を記載し、代表者の印（使用印鑑届を提出している場合にあっ

ては、当該使用印鑑）を押印すること。 
② 代理人が入札する場合は、代理権を与えた者の住所及び氏名（法人、組合等にあっては、

当該法人、組合等の所在地及び名称並びに代表者の地位及び氏名）並びに代理人の住所及

び氏名を記載し、代理人の印（「委任状」に押印した印）を押印すること。 
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（２） 入札書の提出 
入札参加資格の確認を受け、資格があると認められた入札者は本入札概要書及び徳島県契約事

務規則（昭和３９年徳島県規則第３９号）に基づき入札書を「９ 入札及び開札の日時及び場

所」の日時、場所に提出すること。 

（３） 入札者 
入札は、入札参加資格の確認を受け、資格があると認められた本人又はその代理人が行うもの

とする。ただし、代理人が入札する場合は、入札前に「委任状」を提出するものとする。 

 
（４） 入札の方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する

額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を

もって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか

免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。 
 
（５） 落札者の決定方法 

徳島県契約事務規則第１８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格を

もって有効な入札を行った者を落札者とする。落札となるべき同価の入札をした者が２人以上

あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 
（６） 再度入札 

開札の結果、落札者がない場合においては、直ちに再度入札を行う。 
再度入札に参加できる者は、最初の入札に参加した者に限る。再度入札の回数は、原則として

１回を超えないものとする。なお、第１回の入札において入札書の内容不備により無効となっ

た者も、再度入札には参加することができる。 
 

（７） 入札の無効等 
次の各号の一に該当する入札は無効とする。 

ア 「５ 入札に参加する者に必要な資格」に規定する入札参加資格のない者の行った入札 
イ 記名押印のない入札 
ウ 他人の代理人を兼ね、又は 2 人以上の代理をした者の入札 
エ 入札事項を表示せず、若しくはその記載事項が不明確であり、又は、一定の金額をもって価

格を表示しない入札並びに次に掲げるところによりした入札 
（ア） 鉛筆、その他容易に改ざんできる筆記具で作成したもの 
（イ） 金額をアラビア数字以外で記載し、又は訂正したもの 
（ウ） 「入札業務」で業務名の記載のないもの、又は記載を誤ったもの 
（エ） 「住所及び氏名」の記載を誤ったもの 
（オ） 使用の印鑑を誤ったもの 

オ 委任状を持参しない代理人のした入札 
カ 同一事項に対してした２通以上の入札 
キ 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札 

 
（８） 入札保証金 

免除 
 

（９） 契約保証金 
免除 
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１１ 契約の締結 
 落札者は、落札決定の通知を受けた日から起算して５日以内に県が指定する契約書により、契約を

締結しなければならない。この期間に落札者が契約の締結をしないときは、その者の落札は効力を失

うものとする。 
 

１２ 入札参加資格が認められなかった者に対する理由の説明 
 
（１） 条件付一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者のうち、入札参加資格がない旨の通知を

受理した者は、徳島県知事に対してその理由を、その通知を受けた日の翌日から起算して７日

（県の休日を除く。）以内に書面（様式は任意）により説明を求めることができる。 
（２） （１）に対する回答については、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して１０日

（県の休日を除く。）以内に書面により回答するものとする。 
 
１３ 入札概要書等に関する質問の受付等 
 
質問は「質問書様式」により、文書の持参又は電子メールによるものとする。 

（電話、ファクシミリ等による問合せは不可。） 

（１） 受付期間 
令和６年７月１７日（水）から令和６年８月６日（火）まで（県の休日を除く。）の 
午前９時３０分から午後５時までとする。 
 

（２） 受付場所 
「２ 担当する課の名称及び所在地」に同じ。 

（３） 回答 
徳島県ホームページにて随時回答を掲載する。 

 
１４ その他 
 
（１） 書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は日本語、日本国通貨、日本標準時及び計量法（平成

４年法律第５１号）に定める単位に限る。 
（２） 入札に参加する者は、必ず次のものを持参すること。 
  ア 入札に使用する印鑑 
  イ 代理人による入札の場合は委任状 
（３） その他 

ア 条件付一般競争入札参加資格確認申請書及び入札書の作成並びに提出に要する費用は提出者

の負担とする。 
イ 条件付一般競争入札参加資格確認申請書に虚偽の記載をした場合は、提出された条件付一般

競争入札参加資格確認申請書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止を

行うことがある。 
ウ 提出された条件付一般競争入札参加資格確認申請書は返却しない。 
エ 条件付一般競争入札参加資格確認申請書の受領後の差し替え及び再提出は認めない。ただ

し、県が要求した場合は、この限りでない。 
 
 



委 託 契 約 書（案） 

 

 

徳島県（以下「甲」という。）と＊＊＊＊（以下「乙」という。）とは、業務の委託について次

のとおり契約を締結する。 

 

 （委託業務）                               

第１条 甲は、次に掲げる業務（以下「委託業務」という。）を乙に委託し、乙は、これを受託す

る。 

（１）委 託 業 務 名  Joruri グループウェアシステム運用保守業務 

（２）委託業務の内容  Joruri グループウェアシステム運用保守業務仕様書 

（以下「仕様書」という。）のとおり 

 

 （委託業務の処理） 

第２条 乙は、前条第２号の仕様書に従い、委託業務を処理しなければならない。 

２ 乙は、仕様書に定めのない細部の事項については、甲の指示を受けるものとする。 

 

 （委託期間） 

第３条 委託期間は、令和６年１０月１日から令和７年９月３０日までとする。 

 

 （委託料）     

第４条 委託料は、前条の委託期間に係る合計額として 金＊＊＊円とする。 

（うち消費税及び地方消費税の額 金＊＊＊円） 

２ 前項のうち消費税及び地方消費税の額は、消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方

税法第７２条の８２及び第７２条の８３の規定に基づき、委託料に１１０分の１０を乗じて得

た額である。 

 

 （契約保証金） 

第５条 契約保証金は、免除する。 

 

 （委託業務の調査等） 

第６条 甲は、この委託業務の処理状況について、随時に調査し、必要な報告を求めることがで

きるとともに、委託業務の実施について必要な指示をすることができる。 

 

 （委託業務の内容の変更） 

第７条 甲は、この契約締結後の事情により、委託業務の内容の全部又は一部を変更することが

できる。この場合において、委託料、委託期間又は重要な委託業務内容を変更する必要がある

ときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。 

 

 （委託業務の完了報告） 

第８条 乙は、委託業務が完了したときは、委託業務完了後速やかに甲が指定する様式による委

託業務完了報告書に仕様書「6.3 運用保守業務における納品物」に定める成果品を添えて甲に

提出しなければならない。 

２ 乙は、前項に規定する完了報告を６か月単位で行うものとする。 

      



 （検査等） 

第９条 甲は、委託業務完了報告書の提出を受けたときは、速やかに、検査しなければならない。 

２ 甲が前項の検査を行う場合、乙の係員の立会いを求めることができる。 

３ 乙は、第１項に規定する検査に合格したときは、遅滞なく委託業務に係る成果品を甲に引き

渡さなければならない。 

４ 甲は、第１項に規定する検査の結果、甲の責めに帰すべき事由を除き、不適正であると認め

られるときは、乙に対して、期日を指定して補正を命じることができるものとする。 

５ 乙は、前項の補正を命じられたときは、甲の指示により補正を行い、甲の再検査を受けなけ

ればならない。 

   

 （委託料の支払） 

第１０条 甲は、業務委託料を別表のとおり支払うものとする。 

２ 乙は、前条第１項又は第５項に規定する検査の結果、委託業務の成果が契約内容に適合している

と認められるときは、甲に対して委託料の支払の請求をするものとする。 

３ 甲は、前項の適法な支払の請求があったときは、その日から起算して３０日以内に業務委託

料を乙に支払うものとする。 

４ 一部完了払を行う場合にあっては、前条及び前三項の規定を適用する。 

 

 （目的外の使用禁止） 

第１１条 乙は、甲が指示した以外の目的のために、この委託業務に係る資料、成果品、履行過

程において得られた記録等一切の資料（以下「関係資料」という。）を使用してはならない。 

２ 乙は、甲が別に指示する以外に成果品を複写し、又は複製してはならない。 

３ 乙は、甲の許可なくして、第三者に関係資料を閲覧させ、又は提供してはならない。 

 

 （再委託等の禁止） 

第１２条 乙は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならな

い。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

 （権利義務の譲渡等） 

第１３条 乙は、この契約によって生じる権利若しくは義務又は契約の目的を、いかなる方法を

もってするを問わず、第三者に譲渡し、承継し、一括して下請若しくは委任し、又は担保に供

してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合、又は信用保証協会及び中小企業信

用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条の３に規定する金融機関に債権を譲渡す

る場合にあっては、この限りでない。 

２ 前項ただし書きにより、乙が売掛債権を譲渡した場合、甲の乙に対する弁済の効力は、徳島

県会計規則（昭和３９年徳島県規則第２３号）第３６条に基づき、徳島県会計管理者が総括店

又は代理総括店に支払通知を行った時点で生じるものとする。 

 

 （契約解除等） 

第１４条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。 

（１）乙が、履行期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。 

（２）乙が、正当な理由がなく契約を履行しないとき。 

（３）契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。 

（４）契約の履行に当たり甲の指示に従わなかったとき又はその職務を妨害したとき。 

（５）契約条項に違反したとき。 

（６）乙が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７



号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員（同条第６号に

規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な

関係を有する者であるとき。 

２ 甲は、第１項の規定により契約を解除した場合は、契約金額の１００分の１０に相当する額

の違約金を徴収するものとし、なお、甲に損害があるときは、乙に賠償を請求することができ

る。 

３ 前項の違約金は、甲が乙に支払うべき委託料から控除することができる。  

４ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除した場合において、委託業務の出来形部分のうち

分割して承認しても利益があると甲が認める部分については、検査の上、当該検査に合格した

部分の承認を行い、承認した出来形部分に相応する委託料を乙に支払うものとする。 

５ 甲は、翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について、減額又は削除があった場合は、

当該契約を解除することができる。 

６ 乙は、第１項の規定により契約を解除されたことにより生じた損害の賠償を、甲に請求でき

ないものとする。 

   

 （損害賠償） 

第１５条 乙は、その責めに帰する理由により委託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与

えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

 

 （権利の帰属） 

第１６条 委託業務の成果品に関する著作権（著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２１条か

ら第２８条までに定める全ての権利を含む。）及び所有権は甲に帰属するものとし、乙が、複写、

複製、抜粋その他の形式により他の用に供する場合は甲の書面による承諾を得なければならな

い。 

２ 甲は、この委託業務の成果品を公表することができる。  

３ 乙は、著作権法上の権利のうち、著作者人格権（著作権法第１８条から第２０条までに規定

される権利をいう。）を行使しないものとする。 

４ 委託業務の実施のために使用された甲が所有する関係資料の著作権は甲に属する。 

５ 乙は、本条項に違反したことにより、甲及び第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償

しなければならない。 

 

 （秘密の保持） 

第１７条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

 

 （個人情報の保護） 

第１８条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記１

「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 

 

 （情報セキュリティ） 

第１９条 乙は、本業務の実施に当たり、徳島県情報セキュリティポリシーに基づき、別記２

「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。 

 

 （管轄裁判所） 

第２０条 この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第

一審の裁判所とする。 

 



 （疑義等の決定） 

第２１条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し疑義が生じたときは、甲と乙とが協議

して定めるものとする。 

 

 

この契約の締結を証するため、この契約書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を

保有するものとする。ただし、本書を電磁的記録で作成する場合は、甲乙両者が電子署名を行った上、

各自その電磁的記録を保管する。 

 

 

令和６年  月  日 

 

 

 

甲 徳島県 

徳島県知事 後藤田 正純 

 

 

 

乙 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

  ＊＊＊＊＊＊ 

  ＊＊＊＊  ＊＊＊＊＊＊ 



別記１ 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１条 乙は、個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第２条第１項に

規定する個人情報をいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当

たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければな

らない。 

 

 （秘密の保持） 

第２条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な

目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

 （収集の制限） 

第３条 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集しようとするときは、その事務の目

的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により収集しなけ

ればならない。 

 

 （適正管理） 

第４条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又は毀損の防

止その他の個人情報の安全な管理のために必要かつ適正な措置を講じなければならない。 

 

 （目的外利用及び提供の禁止） 

第５条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外の目的のために利

用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲が指示又は承諾したときは、この限りでな

い。 

 

 （複写又は複製の禁止） 

第６条 乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複

写し、又は複製してはならない。ただし、甲が指示又は承諾したときは、この限りでない。 

 

 （再委託の禁止） 

第７条 乙は、この契約による個人情報を取り扱う事務については、第三者に委託してはならない。

ただし、甲が承諾したときは、この限りでない。 

２ 乙は、前項ただし書により再委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）するときは、再委託先

にこの契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務と同等の義務を負わせるとともに、再委

託先の行為について再委託先と連携してその責任を負うものとする。 

 

 （資料等の返還又は廃棄） 

第８条 乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作

成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は廃棄するものと

する。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。 

 

 （従事者への周知） 

第９条 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務

に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと

等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。 

 

 （調査） 

第１０条 甲は、乙及び再委託先がこの契約による事務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の

状況について、随時調査することができる。 



 （事故報告） 

第１１条 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速

やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 
 



別記２ 

情報セキュリティに関する特記事項 

（基本的事項） 
第１ 乙は、情報セキュリティ対策の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、徳

島県情報セキュリティポリシーを遵守し、情報セキュリティ対策を適正に実施しなければならない。 
 
（管理体制） 
第２ 乙は、情報セキュリティポリシーを遵守するために必要な体制を整備し、情報資産の管理に関する責任者

及び担当者を明確にしておかなければならない。 
 
（作業場所の特定） 
第３ 乙は、情報資産の紛失等を防止するため、この契約による業務を処理するに当たっては、その作業の場

所を特定しておかなければならない。 
 
(情報資産の種類と範囲、アクセス方法） 
第４ 乙は、この契約によりアクセスを許可された情報の種類と範囲、アクセス方法を遵守しなければならない。 
 
（業務従事者への周知及び教育） 
第５ 乙は、この契約による業務に従事している者に対し、情報セキュリティ対策のために必要な事項を周知す

るとともに、継続的に教育しなければならない。 
 
（目的外利用及び提供の禁止） 
第６ 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供された情報を、当該業務の目的以外の目的のた

めに利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示がある場合は、この限りでない。 
 
（情報の適正な管理） 
第７ 乙は、この契約による業務を処理するために知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使

用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 
 
（再委託の禁止） 
第８ 乙は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらか

じめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 
 
（情報資産の返却及び廃棄） 
第９ 乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した情報が記

録された記録媒体は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示し

たときは、その指示に従うものとする。 
 
（報告） 
第１０ 甲は、この契約による業務を処理するために取り扱っている情報資産に対する情報セキュリティ対策の状

況について、定期的に報告を求めることができる。 
２ 乙は、情報資産に対する侵害が発生した場合又は侵害のおそれがある場合には、速やかに甲に報告し、甲

の指示に従うものとする。 
 
（監査及び検査） 
第１１ 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている情報資産に対する情報セキュリティ対策

の状況について、随時監査又は検査を実施することができる。 
 
（情報セキュリティインシデントの公表） 
第１２ 甲は、この契約による業務に関し、情報セキュリティインシデントが発生した場合は、必要に応じ、当該情

報セキュリティインシデントを公表することとする。 
 
 



（契約解除及び損害賠償） 
第１３ 甲は、乙がこの特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をするこ

とができる。 
 



 
別 表 
 

区 分 支 払 金 額 

令和６年１０月から令和７年３月まで 金＊＊＊，＊＊＊，＊＊＊円 

令和７年４月から令和７年９月まで 契約金額から上記金額を引いた金額 

 
 



 

 

 

 

 

Joruri グループウェアシステム運用保守業務 

仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年８月 

徳島県企画総務部情報政策課行政ＤＸ推進室 



 
1 目的 

Joruri グループウェアシステムの円滑な運用のため、障害復旧、運用支援、予防保守等

の業務を行う。 

2 期間 
 令和６年１０月１日から令和７年９月３０日まで 

3 場所 
 徳島県万代庁舎５階 情報政策課内サーバ室及び受託者社内 

4 業務概要 
 本業務は、Joruri グループウェアシステムの保守（OS、ミドルウェア、ソフトウェア）、

運用支援、障害対応等を行うものである。業務の対象は、JoruriGw とそのサブ機能、 
JoruriMail、インターネット系 JoruriMail、JoruriPlus+、JoruriVideo 及び監視サーバの

各プロダクトとする。ただし、各ネットワーク機器や物理サーバ等のハードウェア機器が

破損した場合の代替機・部品等の調達は含まない。また、仮想化基盤の保守業務も含まな

い。 
受託者は、本システムが正常に稼動するよう安全性と信頼性の高い運用保守作業を行う

こととする。また、本システムに障害が発生した場合には、速やかに復旧及びシステム改

修等の対応を行うこととする。なお、受託者は本業務の遂行に誠意をもって対応しなけれ

ばならない。 
なお、定めのない事項で業務の目的上必要な作業については、徳島県と受託者の間で作

業方法等を調整のうえ、受託者が誠意をもって処理するように努めること。 

5 システム構成 
本システムは徳島県庁舎及びデータセンターに構築された仮想化基盤上の仮想サーバ群

で稼働しており、負荷分散により冗長化されたシステムとなっている。両仮想サーバ群は

双方アクティブであり、随時データ同期を行っている。 

6 運用保守に関する条件 

6.1 連絡窓口の設置 
  本システムについては機器及びソフトウェアを問わず、連絡窓口は一本化し、要求す

る運用保守について迅速に対応すること。 

6.2 運用保守の方針 
  業務実施に当たっては、事前に本県担当者と協議のうえ承諾を得るものとし、業務の

進捗状況を本県担当者が把握できるように努めなければならない。また、システム稼働

及びバックアップ等の運用保守作業は可能な限り自動化することとする。 
 



6.3 運用保守業務における納品物 
紙媒体で１部、電子媒体（CD-R 等）で１部提出すること。 
納入場所は、徳島県万代庁舎５階情報政策課行政ＤＸ推進室とし、提出書類の体裁・

とりまとめ方法等については、本県担当者と打合せのうえ作成すること。 
・運用保守体制表 
・緊急連絡窓口一覧表 
・障害管理表（障害発生後ごと） 
・打合せ議事録（打合せごと） 
・修正項目一覧（本県担当者からの要請内容、プログラム修正内容、使用工数等が記

載された一覧表） 
・変更仕様書及び操作マニュアル（プログラムの修正があった場合） 
・変更後のプログラムソース（プログラムの修正があった場合） 
・変更部分に係るシステム設定手順書（システムの設定変更があった場合） 
なお、変更後のプログラムソースについては、電子媒体のみとする。 

7 本システムの稼働時間 
・本システムは、ソフトウェア、ハードウェアメンテナンス等の計画保守作業を除き 24
時間稼動とすること。 

・バックアップ処理等について、システム稼動に影響を与えることなく実施できるよう、

深夜時間帯に自動バックアップを行うこと。 
・ソフトウェアメンテナンス等については、担当者間で申合せのうえ日時を決定し、作

業を行うこと。 

8 運用保守体制 
本システムのサービス稼働率が、99％／年間（開庁時間とする）以上を維持できるよう

な体制を構築すること。 

8.1 体制について 
・受託者は、運用保守業務のために適任の技術者を配置すること。 
・受託者は、運用保守業務に従事する技術者に、オープンソース系の OS（CentOS）、
ミドルウェア（Apache、Ruby、Ruby on Rails、MySQL 等）に係るシステム構築

作業が行える者、アプリケーション（JoruriGw 等）に係るプログラミング作業を行

える者が含まれるようにすること。 
・業務従事者名を明記した運用保守体制表を作成すること。 
・緊急電話連絡窓口を設置すること。 

8.2 リモート保守について 
  受託者はリモート保守環境を利用することで、受託者社内から保守業務の一部を実施

することができる。 



・受託者は、本県が VPN 接続を承認した端末を用意・使用して業務を行うこと。 
・本業務の従事者以外の者が、システムに不正にアクセスできないようにすること。 
・リモート保守環境で必要となる受託者社内からのインターネット接続費用について

は、受託者が負担すること。 

 8.3 受付窓口について 
・サポート業務及び業務依頼は、専用の業務管理システムと電話対応で実施する。 
・緊急時などの依頼は、電話にて行う。 

8.4 障害対応時間について 
・本システムは 24 時間 365 日運用であり、緊急を要する業務については、受託者は誠

意と責任を持って、可能な限り迅速に処置を行うよう努めること。 
・平日の 8 時 30 分から 17 時 30 分の間については、本県担当者が求める場合は原則

30 分以内に本県担当者と電話協議が行えるようにするとともに、できるだけ速やか

に本県担当者と対応の協議や状況説明が行える体制を整えること。 
・受託者は、業務の性質から上記時間以外においても、業務従事者と 3 時間以内に電

話連絡がとれる体制を整え、トラブルの拡大を防ぐこと。 

8.5 プログラムテスト 
受託者は、プログラム修正等を行った場合に、本番環境反映前に動作確認や表示確認

をテスト環境で行うこと。なお、テスト環境については徳島県が用意する環境を用いて

受託者が構築・設定を行い、徳島県のシステム担当者からのアクセスのみを受け付ける

ように設定すること。 

8.6 打合せ業務 
・本県担当者の要請に応じ、技術担当者の出席又は電話、メール等により打合せを行

うものとする。 
・打合せにおいては、業務の実施計画や成果品とりまとめ、その他業務の実施上必要

となる事項について協議するものとする。 
・議事録を作成すること。 

9 障害対応業務について 

9.1 障害監視 
・監視システム等により、システム及びサーバのリソース状況の自動監視を行うこと。 
・障害が発生した場合は、本県担当者に速やかに連絡を行うこと。 

9.2 障害時の切り分け等 
  故障や障害などでサービスが停止していることが確認された場合は、障害箇所を切り

分け、即時対処を行うこと。 



9.3 障害対応業務 
・ソフトウェアやデータの修正・復旧等が必要な場合は、本県担当者の許可を得て作

業を行うこと。 
・機器の不良が発生した場合には、速やかに予備機への切替え等の作業を行うととも

に、ソフトウェア等のインストール、バックアップからのデータ復旧などを必要に

応じて実施し（仮想化基盤に障害が発生した場合は、仮想化基盤運用管理業者と協

力してバックアップから環境を復元すること。）、復旧後動作確認を行うこと。なお、

予備機・部品の調達は徳島県において行う。 
・開庁時間に障害が発生した場合は、当日できる限り速やかに復旧できるよう努める

こと。 
・閉庁時間に障害が発生した場合は、翌開庁時間までに復旧できるよう努めること。 

9.4 事後対策 
・障害内容、原因、対処方法等については障害管理表として記録し管理を行うこと。 
・原因を分析し、同様の障害が発生しないよう是正措置・予防措置を講じること。 

10 保守業務について 

10.1 定常運用保守業務 
・本システム稼動に必要なサービスの監視を行うこと。 
・各種ログは定期的にローテーションを行い適切に保存管理すること。 
・システム利用状況を示すデータ登録件数を集計すること。 
・全庁停電におけるシャットダウン、再起動及び再起動後の動作確認を行うこと。（年

数回程度、閉庁時間に実施する。） 

10.2 不正アクセス及びサーバエラー等の調査 
・各種ログについて異常の有無を確認し、異常があった場合には、本県担当者に報告

すること。 
・また、本県に報告及び対策の提案を行い、指示があった場合には設定変更等を行う

こと。 

10.3 リソース管理 
・サーバ等機器のシステム資源（CPU・メモリ・ディスク等）の利用状況及び性能の

監視を行うこと。 
・必要に応じてシステムのチューニング、リソースの追加等の提案及び対策の実施を

行うこと。 

10.4 バグフィックス、セキュリティパッチ等の適用 
・OS やデータベース、パッケージソフト等、本システムで使用するソフトウェア製品

に関するバグフィックス、セキュリティパッチ等の更新モジュールについては、必



要に応じて適用を行うこと。 
・上記において、本システムの動作に影響を及ぼし、本システムのプログラム改修が

必要と判断される場合には、本県担当者に報告し、最適な方法を提示すること。 

10.5 バックアップ運用 
・本システムの登録データ等について必要に応じてバックアップを行い、最長 24 時間

前の状態に戻せる状態とすること。 
・ソフトウェア等によりシステム稼働に与える影響が大きい場合には、事前にバック

アップを行うこと。 

10.6 問合せ対応及び運用サポート 
・本県担当者からの動作不備・操作方法等の問合せに対する調査及び回答、動作不備

修正のためのプログラム修正等必要な対応を行うこと。また、要請に応じて本県担

当者のシステム操作のサポートを行うこと。 
・通常の問合せ受付時間は開庁日の 8 時 30 分から 17 時 30 分とする。 
・本県担当者からの問合せ（電話、メール等）に対して速やかに回答すること。 

10.7 ドキュメント及びプログラムソース等の管理 
次のとおり、ドキュメント管理を行い、本県の指示に基づき提出すること。 
・本システムや運用方法等に変更が生じた場合、設定手順書、操作マニュアル等を修

正し、修正プログラムとともに、常に正しいものとなるよう維持管理すること。 
・ドキュメント及びプログラムソースはバージョン管理を行うこと。 
・受託者は、徳島県が用意した環境を用いてプロジェクト管理・バージョン管理シス

テムを構築・設定し、プロジェクト管理及びプログラムソース（旧バージョンを含

む）のバージョン管理を行うこと。 

10.8 組織改編及び人事異動に伴う対応 
・組織改編及び人事異動が発生した場合には、本県担当者の指示のもと、所属・ユー

ザマスタの LDAP 同期等、必要に応じた設定・変更を行うこと。なお、JoruriGw
の画面から行えるプロダクトについては情報政策課行政ＤＸ推進室で対応するもの

とする。 

11 費用負担について 
委託業務において必要なソフトウェア及び機器は、受託者の負担で整備すること。 

12 その他 
・受託者は、システム及び機器に関して、常に最新のセキュリティ対策を講じておくこ

と。 
・受託者は、各種設定を変更する場合には、事前に変更内容について本県担当者に説明

し、本県担当者の承認を得て実施すること。また、作業の進捗状況については、本県



担当者の指定する頻度により定期的に報告すること。 
・県庁のネットワーク環境や他システム連携部分に変更が生じた場合の機器変更設定・

プログラム改修の対応についても業務範囲に含めることとする。 
・上記について、作業工数が非常に大きい場合には、本県担当者と協議のうえ、最良の

提案を行うこと。 
・委託期間の終了までに、本業務を引き継ぐ事業者に業務内容、保守・運用に当たって

特に留意すべき項目など、引継ぎのために必要な資料の作成を行い、システムの運用

に支障を来さないようにすること。 
・業務内容に変更が生じた場合は、徳島県と受託者が協議し、契約条件の変更等につい

て定めることとする。また、本仕様書に定めのない事項については、本県担当者と必

要に応じて協議を行うこと。 

13 機能改善業務について 

13.1 システム改善業務 
本業務全体の工数の中に、本システムの軽微な機能改善に用いる目安の工数として年

間 400 時間程度を含むものとする。 
 



（資料）　各プロダクトの概要，OS及びミドルウェア

JoruriGw
プロダクト概要 OS ミドルウェア
グループウェア

OracleLinux8
(Gw本体)

OracleLinux8
(個別業務)

Apache
PhusionPassenger
Ruby
Ruby on Rails
MariaDB
memcached
nginx
DRBD
Pacemaker
heartbeat

JoruriMail
プロダクト概要 OS ミドルウェア
Web形式のメーラー

OracleLinux8

Apache
PhusionPassenger
Ruby
Ruby on Rails
MariaDB
memcached
nginx

インターネット系JoruriMail
プロダクト概要 OS ミドルウェア
Web形式のメーラー

OracleLinux8

Apache
PhusionPassenger
Ruby
Ruby on Rails
MySQL
memcached
nginx

JoruriPlus+
プロダクト概要 OS ミドルウェア
SNS

OracleLinux8

Apache
PhusionPassenger
Ruby
Ruby on Rails
MariaDB
mongoDB
nginx

JoruriVideo
プロダクト概要 OS ミドルウェア
動画再生システム

OracleLinux8

Apache
PhusionPassenger
Ruby
Ruby on Rails
MariaDB
ffmpeg
JWPlayer

監視サーバ
プロダクト概要 OS ミドルウェア

OracleLinux8
Apache
Zabbix
MariaDB

グループウェアシステムの
各サーバーの監視を行う。
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様式－１ 

 

条件付一般競争入札参加資格確認申請書 

 

 

令和  年  月  日 

 

徳島県知事  後藤田 正純 殿 

 

                     所 在 地        

                     商号又は名称 

                                          代 表 者 名                  印 

 

 

 令和６年７月１７日付け公告に係る「Joruri グループウェアシステム運用保守業務」の条件

付一般競争入札に参加したく，関係書類を添えて条件付一般競争入札参加資格の確認を申請し

ます。 

 なお，以下の事項及び条件付一般競争入札参加資格確認申請書等の提出書類の内容について

は事実と相違ないことを誓約します。 

 

１ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であ

ること。 

２ 物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱（昭和５６年

徳島県告示第２６号）第４条第１項の規定による審査を受け資格を有すると認められた者

で,営業種目「情報処理」中「プログラム作成」及び「システム開発」のいずれかに登録さ

れている者であること。 

３ 徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止又は指名回避の措置を受け

ていない者であること。 

４ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員（同条第６号に規定する

暴力団員をいう。以下同じ。）に該当すると認められる者又は暴力団及び暴力団員と密接な

関係を有する者と認められる者でないこと。 

５ ２の審査により資格を有すると認められた者で,徳島県内に本社を有する者,又は県内の事

業所等の代理人に徳島県との商取引に係る権限を委任する旨の委任状が提出されている者

であること。 
６ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て，民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平成１６年法律第７

５号）に基づく破産の申立てがなされていない者であること。 

７ 過去１年以内に国又は地方公共団体と締結した業務委託契約において，契約解除条項に基

づく契約解除をされたことのない者であること。 

８ 一般財団法人 Ruby アソシエーションが認定する「Ruby Association Certified Ruby 

Programmer Gold」又は「Ruby Association Certified Ruby Programmer Silver」の資格を

持つ技術者を 1 名以上雇用していること。 

 

 

提出書類 

１ 会社概要等（様式－２） 

２ 資格を証明する書類（一般財団法人 Ruby アソシエーションが発行する認定証）の写し 

３ 雇用が確認できる書類（被保険者標準報酬決定通知書等）の写し 
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様式－２                                             企業名等（          ） 

会社概要等 

１.会社沿革 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２.徳島県内の本社，支社又は営業所等について 

（１）本社 

   （住所） 

 

（商号又は名称等） 

 

（代表者の役職及び氏名等） 

 

（電話番号） 
 
（２）支社又は営業所等 

  （住所） 

 

（商号又は名称等） 

 

（代表者の役職及び氏名等） 

 

（電話番号） 
 

３．物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱第４条第１項

の規定による審査資格状況 

営業種目コード及び

営業種目 
営業品目コード及び

営業品目 
業者コード 登録年月日 

 

 
  

 
 

４.「Ruby Association Certified Ruby Programmer」資格取得者雇用状況 

氏 名 
 

 
生年月日 

 

所 属 
 資格取得 

年月日 

 

 



（質問様式） 

 

Joruri グループウェアシステム運用保守業務に関する質問書 
 
 

提 出 者 

会 社 名 

担 当 部 局 名 

担 当 者 氏 名 

電 話 番 号 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 

電子メール 

 

 

 質 問 事 項              （質問年月日 令和  年  月  日） 

表  題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：質問は，１問につきこの用紙一枚を使用し，質問が複数となる場合は，この用紙を複写し 
提出すること 

 

提 出 先 

宛   先  徳島県企画総務部情報政策課行政ＤＸ推進室 

ネットワーク担当 

電 話 番 号  ０８８－６２１－３２６３ 

ＦＡＸ番号  ０８８－６２１－２８３６ 

電子メール  gyouseidx@pref.tokushima.lg.jp 

 



入 札 書

拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円

入 札 金 額

入 札 業 務 Jor u r iグ ル ー プ ウ ェ ア シ ス テ ム 運 用 保 守 業 務

入 札 保 証 金 免 除

上 記 の 金 額 で 業 務 の 委 託 を 受 け た い の で ， 徳 島 県 契 約 事 務 規 則 （ 昭 和 ３ ９ 年 徳

島 県 規 則 第 ３ ９ 号 ） に よ り 入 札 し ま す 。

令 和 ６ 年 月 日

住 所

氏 名

徳 島 県 知 事 殿



記載例 代表者本人が入札するとき

入 札 書

拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円

入札金額
￥ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ０

入札業務 Joruriグループウェアシステム運用保守業務

入札保証金 免除

上記の金額で業務の委託を受けたいので、徳島県契約事務規則(昭和39年徳島県

規則第39号)により入札します。

令和６年８月２０日

徳島市万代町１丁目１番地住所

万代産業株式会社

代表取締役氏名 代表取締役 日本太郎

之印

徳島県知事 殿

この印は県に登録した使用印鑑



記載例 代理人が入札するとき

入 札 書

拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円

入札金額
￥ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ０

入札業務 Joruriグループウェアシステム運用保守業務

入札保証金 免除

上記の金額で業務の委託を受けたいので、徳島県契約事務規則(昭和39年徳島県

規則第39号)により入札します。

令和６年８月２０日

委任しているので，ここに代表印の押印は不要

徳島市万代町１丁目１番地住所

万代産業株式会社

×氏名 代表取締役 日本太郎

徳島県知事 殿 代理人

徳島市佐古１番町１番地住所

加藤氏名 加藤 一郎

この印は委任状に押印したものと同一印



再 入 札 書

拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円

入 札 金 額

入 札 業 務 Jor u r iグ ル ー プ ウ ェ ア シ ス テ ム 運 用 保 守 業 務

入 札 保 証 金 免 除

、 徳 島 県 契 約 事 務 規 則 （ 昭 和 ３ ９ 年 徳上 記 の 金 額 で 業 務 の 委 託 を 受 け た い の で

島 県 規 則 第 ３ ９ 号 ） に よ り 入 札 し ま す 。

令 和 ６ 年 月 日

住 所

氏 名

徳 島 県 知 事 殿



令和 年 月 日

委 任 状

徳島県知事 殿

委任者 住所

,氏名

受任者 住所

,氏名

私は， を代理人とし徳島県が令和６年８月２０日に執行

する 入札に関する一切の権限を委Joruriグループウェアシステム運用保守業務の

任します。



記 載 例

令和 年 月 日

委 任 状

注１

この印は県（管財課）徳島県知事 殿

に登録した使用印鑑

徳島市万代町１丁目１番地委任者 住所

万代産業株式会社

代表取締役氏名 代表取締役 日本 太郎

之印

徳島市佐古１番町１番地受任者 住所

加 藤氏名 加 藤 一 郎

私は、 を代理人とし徳島県が令和６年８月２０日に執行する加藤 一郎

入札に関する一切の権限を委任しJoruriグループウェアシステム運用保守業務の

ます。

注２ この印は、入札書に押印

する印鑑と同一のもの



 

 

機密保持誓約書 

 

徳島県知事  後藤田 正純 殿  

 

令和  年  月  日  

 

 

参加希望事業者名 

所 在 地 

代表者氏名                                代表者印 

 

 

  徳島県（以下「甲」という。）が委託する「Joruri グループウェアシステム運用保守業務」に関する

機密保持について，参加希望事業者名（以下「乙」という。）は，以下のとおり誓約します。 

 

（目的） 

第１条  乙は，Joruri グループウェアシステム運用保守業務（以下「本目的」という。）の履行にあた

り，甲から開示された機密情報を機密として保持するために機密保持誓約書を提出する。 

 

（機密情報） 

第２条 本目的の履行における機密情報は，甲が本目的の履行のために必要があると認め，開示する有

形無形のすべての情報とする。ただし，次の各号のいずれかに該当する情報は，除くものとする。  

（１）開示の時点ですでに公知のもの又は乙の責めによらず公知となった情報 

（２）乙が事前に甲の承諾を得て公開した情報 

（３）第三者から機密保持義務を負うことなく乙が正当に入手した情報 

（４）開示の時点ですでに乙が保有している情報 

（５）開示及び本業務上知り得たすべての機密情報によらないで，乙が独自に創作した情報  

  

（機密保持）  

第３条 乙は，甲から開示された機密情報について，適正に保管管理し，その機密を保持しなければな

らない。  

２ 乙は，本目的の履行のために知る必要のある自己の役員及び従業員以外に，甲から開示された機密

情報を開示又は漏えいしてはならない。  

３ 乙は，甲から開示された機密情報を第三者に開示又は漏えいしてはならない。  

４ 乙は，甲から開示された機密情報について複製が必要なときは，事前に甲の承諾を受けるものとす

る。  

  

（目的外使用の禁止）  

第４条 乙は，本目的の履行に伴って知り得た内容を他の用途に使用してはならない。  

  

（第三者への開示）  

第５条 乙は，本目的の履行のために知る必要のある範囲内で第三者に機密情報を開示する場合は，事

前に甲の承諾を得て，第三者に開示することができるものとする。  

２ 乙は，前項により，機密情報を開示する第三者に対し，本誓約と同等の機密保持誓約書の提出を義

務付けなければならない。  

３ 第１項の場合の他に，次の各号のいずれかに該当する場合は，例外として第三者に開示することが

できるものとする。  

（１）弁護士，公認会計士，税理士，司法書士その他乙に対して本誓約に基づき乙が甲に負うのと同等

以上の守秘義務を負う者に対して，合理的に必要な範囲内において，開示する場合  

（２）法令又は政府機関，金融商品取引所，金融商品取引業協会，証券業協会その他これらに準ずる定

めに基づき乙に開示が要求され，これに応じて合理的に必要な範囲内において，開示する場合  



  

（乙の責任）  

第６条 前条で乙が機密情報を開示した第三者が本誓約に違反した場合には，乙は，当該第三者と連帯

して，甲に対して責任を負うものとする。  

  

（返還・破棄義務）  

第７条  乙は，甲より請求された場合又は本目的の履行が終了した場合には，機密情報に関する一切の

書類，資料及びその複製品を速やかに甲に返却し，又は甲の指示に従い，破棄するものとする。  

  

（関係者への遵守徹底）  

第８条  乙は，本目的の履行のために機密情報を知る必要のある自己の役員，従業員及び第５条で乙が

機密情報を開示した第三者に，本誓約の内容を遵守させるものとする。  

  

（損害賠償）   

第９条 乙又は第５条で乙が機密情報を開示した第三者が，前各条項のいずれかに違反した場合又は甲

の機密を漏えいしたことが明らかになった場合には，乙は，甲に直接生じた通常の損害に対して，賠

償の責を負うものとする。  

  

（協議解決）  

第１０条  本誓約に定めない事項に関して解釈に疑義を生じたときは，甲乙相互に誠意をもって協議

し，これを解決するものとする。  

  

以上  


